
 

 

大阪市水道事業管理規程第18号 

 

大阪市水道局企業職員給与規程の一部を改正する規程 

 

大阪市水道局企業職員給与規程（昭和42年大阪市水道事業管理規程第２号）の一部を次のように

改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規

定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（宿日直手当） 

第27条 条例第11条の規定により支給する宿

日直手当の支給額は、その勤務１回につき

5,800円とする。ただし、局長が定める場合

は、この額に800円を加算することができ

る。 

（宿日直手当） 

第27条 条例第11条の規定により支給する宿

日直手当の支給額は、その勤務１回につき

5,800円とする。ただし、局長が定める場合

は、この額に500円を加算することができ

る。 

附 則 

この規程は、令和７年６月１日から施行する。 


